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1工事計画認可申請（補正）に係る論点整理について

 説明内容

 工事計画認可申請（補正）に係る論点について，第1018回審査会合（2021年12月7日）にて示した主な

説明事項を含め，審査の中で論点として整理された項目について説明する。

分類
No.

(主な説明事項)
項目

[１] 詳細設計申送り事項

1-12 ブローアウトパネル閉止装置

1-13 【新規追加】 非常用ガス処理系吸込口の位置変更による影響

1-14
【新規追加】 原子炉ウェル排気ラインの閉止及び原子炉ウェル水張り
ラインにおけるドレン弁の閉運用による影響

[３] 設置変更許可審査
時からの設計変更内容

3-1
ドライウェル水位計（原子炉格納容器床面＋1.0m）設置高さの変
更

3-2
格納容器酸素濃度（B系）及び格納容器水素濃度（B系）計測
範囲の変更

3-3 【新規追加】 第４保管エリアの形状変更

3-4 【新規追加】 放射性物質吸着材の設置箇所の変更

 なお，今後の審査にて論点として抽出されたものについても審査会合にて説明する。



2[１] 詳細設計申送り事項

 説明内容

 第1018回審査会合（2021年12月7日）において示した主な説明事項のうち，『 [１] 詳細設計申送り事項』

のNo.1-12について説明する。

 また，第1018回審査会合（2021年12月7日）での指摘事項に関する内容を主な説明事項No.1-13及び

No.1-14とし，指摘事項に対する回答について説明する。

No.
(主な説明事項)

項目 概要

1-12 ブローアウトパネル閉止装置
設置変更許可段階においてダンパを採用すること等を説明している
ブローアウトパネル閉止装置について，加振試験等の詳細設計の
結果について説明する。

1-13
【新規追加】
非常用ガス処理系吸込口の
位置変更による影響

【審査会合での指摘事項】
非常用ガス処理系など今回の申請で配管の取り回し等を変更して
いる設備について，当該変更が既存の機能へ悪影響を及ぼすこと
がないことを説明すること。

1-14

【新規追加】
原子炉ウェル排気ラインの閉止
及び原子炉ウェル水張りライン
におけるドレン弁の閉運用によ
る影響

【審査会合での指摘事項】
原子炉ウェル排気ライン及び水張りラインについて，許可での議論を
踏まえ，閉止対策の詳細設計について，既設設備を閉止すること
の悪影響も含めて，今後の審査で説明すること。



3【1-12】 ブローアウトパネル閉止装置（1/6）

１．ブローアウトパネル閉止装置の要求機能

 概要

• 重大事故等対処設備である原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネル閉止装置（以下「BOP閉止装置」という。）は，

重大事故等時，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル

が開放し，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開口

部を閉止する必要がある場合に，この開口部を容易かつ確

実に閉止することを目的に設置する。

• BOP閉止装置は，原子炉建物原子炉棟外壁北側に2枚

設置されている原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの

開口部を閉止するため，原子炉建物燃料取替階ブローアウ

トパネル１枚あたり１式設置する。

 BOP閉止装置の要求機能

• BOP閉止装置は，容易かつ確実に閉止操作する機能が必

要であり，閉止後は原子炉建物原子炉棟の壁の一部とな

ることから，二次格納施設のバウンダリとして原子炉建物原

子炉棟を負圧に維持できる気密性を保持できることが必要で

ある。また，これらの機能は，基準地震動Ｓｓにより損なわ

れないようにする必要がある。

• BOP閉止装置は，現場において人力による操作が可能なも

のとする必要がある。 図1 BOP閉止装置配置図

原子炉建物原子炉棟断面図

：原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル

原子炉建物地上4階中間床 概略平面図

：BOP閉止装置



4【1-12】 ブローアウトパネル閉止装置（2/6）

２． BOP閉止装置の詳細設計

 BOP閉止装置の詳細設計方針

図2 BOP閉止装置（1式）全体概要図

図3 BOP閉止装置構造図

（例として2連ダンパを示す）

• BOP閉止装置は，1式（24台）のダンパ方式とし，取付架台を介して原子炉建物原子炉棟に設置する。

• BOP閉止装置は，中央制御室から容易かつ確実に閉止操作できるように設計する。

• 閉止後においては，羽根に取り付けられているパッキンがケーシングに押し付けられることによって気密性を保持するように

設計する。

• これらの機能は基準地震動Ｓｓにより損なわれない設計とする。

• 現場にて人力により操作できるよう設計する。

• 上記については設置許可段階に説明した設計方針から変更はない。



5【1-12】 ブローアウトパネル閉止装置（3/6）

 BOP閉止装置の詳細設計内容

• BOP閉止装置は，中央制御室から電動で開閉できる設計とする。

• 羽根は通常運転中，開状態で駆動部のウォームギアによるセルフロックで常時固定される設計とする。

• リミットスイッチにより羽根の開閉状態を中央制御室にて確認できる設計とする。

• 羽根は，閉止動作の際，羽根の淵に取り付けられたパッキンをケーシングに押し付け，その状態で駆動部のウォーム

ギアのセルフロックにより閉保持することで全閉状態において高い気密性を確保する設計とする。

• 羽根は，羽根閉状態で地震により羽根が開方向へ回転し，羽根の気密性能に影響を与えないよう，駆動部の

ウォームギアのセルフロックにより羽根の動きを拘束する設計とする。

• BOP閉止装置は，現場にて手動操作できるよう，駆動部に設けたハンドルにて人力で開閉操作可能な設計とする。

これらの詳細設計の成立性を確認するため，実機大モックアップを製作し，加振試験等を実施した。

パッキン

羽根

ケーシング

図４ BOP閉止装置手動ハンドルの設置位置及びパッキン取付状況

A部詳細



6【1-12】 ブローアウトパネル閉止装置（4/6）

３． BOP閉止装置の加振試験及び機能確認試験

 BOP閉止装置の詳細設計の成立性を確認するため，実機大モックアップ装置を用いて加振試験及び加振後に以下

の機能を確認するための機能確認試験を実施する。

• 容易かつ確実に閉止操作する機能（手動操作を含む）

• 閉止後に原子炉建物原子炉棟を負圧に維持できる気密性を保持する機能

（１）試験方法

（２）試験概要

〔入力加振波〕：基準地震動Ｓｓを包絡する模擬地震波（Ｘ，Ｙ，Ｚの三方向）

〔試験手順〕：【羽根開状態】 【羽根閉状態】
加振試験（開放状態）

動作試験（羽根／シャフト）
（電動・手動／開放→閉止）

気密試験

加振試験（閉止状態）

動作試験（羽根／シャフト）
（電動・手動／閉止→開放）

気密試験

図5 加振試験体概要図

〔気密性能試験〕：送風機により試験装置内を加圧することにより，試験体前後に圧力差を生じさせ試験体のシール部

からの漏えい量を測定する。

試験項目 試験方法

加振試験 模擬地震波による水平及び鉛直方向（Ｘ，Ｙ，Ｚの三方向）の単軸加振を行う。

加振後の作動確認試験 BOP閉止装置が開放状態又は閉止状態において，作動確認及び外観目視確認を実施する。

加振後の気密性能試験 BOP閉止装置が閉止状態において，気密性を確保していることを確認する。



7【1-12】 ブローアウトパネル閉止装置（5/6）

（３）試験結果

〔加振後の作動確認試験〕

羽根開状態及び羽根閉状態にて模擬地震波で加振後，羽根の作動を確認した結果，作動性に問題はないこと

を確認した。手動操作についても，問題なく作動することを確認した。

また，外観目視点検を実施し，設備の損傷はなく健全であることを確認した。

表1 BOP閉止装置加振後の羽根の作動確認試験結果

試験対象 加振条件 開閉状態
電動作動時間

手動操作
加振前動作確認時 加振後動作確認時

2連ダンパ Ｓｓ
開放→閉止 約45秒 約45秒

異常なし
閉止→開放 約45秒 約45秒

3連ダンパ Ｓｓ
開放→閉止 約47秒 約47秒

異常なし
閉止→開放 約47秒 約47秒

図6 BOP閉止装置加振試験状況（例として3連ダンパを示す）

支持架台

加振台

BOP閉止装置（3連ダンパ）



8【1-12】 ブローアウトパネル閉止装置（6/6）

〔加振後の気密性能試験〕

羽根開状態及び羽根閉状態にて模擬地震波で加振後，気密性能試験により通気量を確認した結果，原子炉

建物原子炉棟の負圧を達成可能な気密性能を保持していることを確認した。

表2 BOP閉止装置加振後の気密性能試験結果

羽根の初期状態
判定基準

（m3/h・m2）
63Pa＊時の通気量
（m3/h・m2）

備考

開  以下
電動にて閉止して
試験実施

注記＊：非常用ガス処理系の運転により維持される原子炉建物原子炉棟の負圧値を示す。

ｑ＝Ｑ’／Ａ

ｑ ：通気量（m3/h・m2）

Ａ ：ダンパの流路面積（m2）

Ｑ’ ：通過した空気量（m3/h）

（20℃，1013hPa換算値）

ＪＩＳ Ａ １５１６「建具の気密性試験方法」に準拠

試験体前後差圧を

試験圧力とする

図7 BOP閉止装置気密性能試験概要図



9【1-13】 非常用ガス処理系吸込口の位置変更による影響（1/2）

１．概要

非常用ガス処理系吸込口は，原子炉建物原子炉棟2階（周回通路）にある原子炉棟空調換気系排気ダクトに接続し

ていたが，当該ダクトから切り離し，原子炉建物原子炉棟2階（周回通路）天井付近から直接吸引する構成に変更する。

図１ 非常用ガス処理系 系統概要図
２．系統機能の整理

非常用ガス処理系に要求される系統機能

①原子炉建物原子炉棟
内の負圧維持機能

原子炉冷却材喪失事故時等に，
原子炉棟内の圧力を規定の負圧
（約6mmAq）に維持

②放出放射能低減機能 原子炉冷却材喪失事故時等に，
原子炉棟からの放出空気中に含ま
れる放射性物質を除去＊し，環境
への放出放射能を低減

MO

MO

AO

AO

窒素ガス制御系より 窒素ガス制御系より

排気筒

ガス処理装置排風機

dPX

トーラス室上部ハッチ
（開口部）

トーラス室

地上階

吸込口

撤去

原子炉棟空調換気系
排気ダクト

注記＊：重大事故等時においては，高所放出による大気拡散効果のみを期待
図２ 吸込口の位置変更前後の構造・外観

【変更前】 【変更後（外観）】

【変更後】

非常用ガス処理系
吸込口（取合い部）

非常用ガス処理系
吸込口

原子炉棟空調
換気系排気ダクト

閉止フランジ

排風機・ガス処理装置へ

排風機・ガス処理装置へ

吸込口

従
来

空気の流れを適切に保ち，原子炉建物原子炉棟内の汚染
拡大を防止する観点から，原子炉棟空調換気系排気ダクト
に接続し，原子炉建物原子炉棟全体から吸引する構成

変
更
後

重大事故等時にトーラス室が100℃以上の高温となった場合

に，内部流体温度が非常用ガス処理系の設計温度66℃を

超過する可能性があるため，吸込口を排気ダクトから切り離し，

トーラス室の高温の空気を直接吸引しない構成



10【1-13】 非常用ガス処理系吸込口の位置変更による影響（2/2）

３．系統機能への影響

① 原子炉建物原子炉棟内の負圧維持

 吸込口の位置変更により，原子炉建物原子炉棟内の負圧維持機能へ影響がないことを，以下のとおり確認している。

• 地上階の空気は周回通路や大物搬入口を経由し，地下階の空気は原子炉棟空調換気系排気ダクト（地下階）

の流路面積より大きい開口面積であるトーラス室上部ハッチを経由することにより，これまでと同様，原子炉建物原子

炉棟全体から空気を吸引することが可能である。

• 排風機までの吸込み配管の長さ・ルートの大きな変更はなく，非常用ガス処理系排風機の容量に影響を与えない。

4階

3階

中2階

2階

1階

大物搬入口

トーラス室

通路部

トーラス室
上部ハッチ

非常用ガス処理系
排風機へ

地下階

吸込口

図3 原子炉建物原子炉棟 断面図

 なお，非常用ガス処理系起動による負圧達成時間に

ついて，机上評価では起動後約250秒と評価してい

るのに対して，実機においては，吸込口の位置変更

によらず約5分であり，影響がないことを確認している。

② 放出放射能低減

 原子炉建物原子炉棟内の空気を吸込口から吸引し

たのち，排風機，ガス処理装置フィルタ及び排気管を

経由し放出する系統構成の変更はないため，放出放

射能の低減機能に影響を与えることはない。

４．構造健全性への影響

吸込口は非常用ガス処理系の主配管の一部であり，設計基

準対象施設及び重大事故等対処設備としての機能を有している

ため，設備分類や評価条件を踏まえ，吸込口の構造強度に影

響がないことを，各計算書にて示すこととしている。



11【1-14】 原子炉ウェル排気ラインの閉止及び原子炉ウェル水張りラインにおける
ドレン弁の閉運用による影響（1/3）

１．概要

 GOTHICコードを用いた水素濃度解析では，ドライウェル主フランジから漏えいする水素ガスは原子炉ウェルシールド

プラグの隙間を通って原子炉建物原子炉棟4階に流出する条件で解析を実施しているが，原子炉ウェル排気ライン

及び原子炉ウェル水張りラインのドレン弁（V216-512）を通じて原子炉建物原子炉棟4階以外に水素ガスが流

出する可能性が考えられることから，次頁に示す対策を実施する。また，その影響について検討する。

図１ 原子炉ウェルからの水素流出

原子炉格納容器

原子炉ウェルシールドプラグ

原子炉ウェル

原子炉建物原子炉棟
4階（オペフロ）へ

原子炉建物
原子炉棟2階へ

ドレン弁（V216-512）
（原子炉建物原子炉棟2階）

原子炉建物原子炉棟3階

散水管

外部接続口より

ドライウェル主フランジ

燃料プール
冷却ラインより

スリット（ラビリンス構造）

原子炉建物原子炉棟4階の上から
原子炉ウェルシールドプラグを見た平面図

原子炉建物機器
ドレンサンプタンクへ

水素流出経路
（解析想定なし）

水素流出経路
（解析想定あり）

凡例

原子炉ウェル水張りライン 原子炉棟空調換気系ダクト

原子炉ウェル排気ライン 原子炉棟空調換気系ダクト（閉止済）

水素流出経路
（解析想定なし）

原子炉ウェル代替注水系（追設）



12【1-14】 原子炉ウェル排気ラインの閉止及び原子炉ウェル水張りラインにおける
ドレン弁の閉運用による影響（2/3）

2．対策

① 原子炉ウェル排気ラインの閉止

 原子炉ウェル内側の吸込口を閉止（溶接構造）するとともに，原子炉ウェル外側については，原子炉ウェル外側

から原子炉棟空調換気系ダクトまでのラインを撤去し，開口部については閉止する。

② 原子炉ウェル水張りラインにおけるドレン弁（V216-512）の閉運用

 ドレン弁（V216-512）の通常運転時の運用を「開」運用から「閉」運用に変更する。

図2 対策イメージ

原子炉格納容器

原子炉ウェルシールドプラグ

原子炉ウェル

原子炉建物原子炉棟
4階（オペフロ）へ

原子炉建物
原子炉棟2階へ

ドレン弁（V216-512）
（原子炉建物原子炉棟2階）

原子炉建物原子炉棟3階

散水管

原子炉ウェル代替注水系（追設）

外部接続口より

ドライウェル主フランジ

燃料プール
冷却ラインより

原子炉建物機器
ドレンサンプタンクへ

対策②
閉運用に
変更

対策①
撤去（撤去に伴う
開口部の閉止含む）対策①

閉止（溶接構造）

凡例

原子炉ウェル水張りライン 原子炉棟空調換気系ダクト

原子炉ウェル排気ライン 原子炉棟空調換気系ダクト（閉止済）



13【1-14】 原子炉ウェル排気ラインの閉止及び原子炉ウェル水張りラインにおける
ドレン弁の閉運用による影響（3/3）

3．機能への影響

① 原子炉ウェル排気ラインの閉止

 原子炉ウェル排気ラインは，通常運転時のドライウェル主フランジからの万一のリークを考慮し，原子炉ウェル内を

負圧に保つことを目的に設置しているものであるが，原子炉ウェル排気ラインを閉止しても，ドライウェル主フランジ

から漏えいしたガスは原子炉ウェル内に溜まることなく，4階に排出された後，原子炉棟空調換気系を通って適切

に処理されることを確認している。

 また，原子炉ウェル排気ラインの排気風量は，原子炉建物原子炉棟全体及び4階の排気風量に対し，ごく僅か

であり，当該ラインを閉止したとしても空調バランスへの影響はほとんど無いと考えられるため，当該ラインの吸込口

閉止による悪影響はない。

② 原子炉ウェル水張りラインにおけるドレン弁（V216-512）の閉運用

 ドレン弁（V216-512）は，万一，燃料プール冷却ラインとの隔離弁からシートパスした場合に原子炉ウェルへ

漏えい水が流入しないよう「開」運用としていた。これを「閉」運用に変更しても，定期的にドレン弁を「開」することに

より，燃料プール冷却ラインとの隔離弁からのシートパスの監視及びドレンの排出が可能であることから，「閉」運用

による悪影響はない。

 また，新設した原子炉ウェル代替注水系により原子炉ウェルに注水する際には当該ドレン弁（V216-512）の

「閉」操作が必要であったことから，運用性も向上する。



14[３] 設置変更許可審査時からの設計変更内容

No.
(主な説明
事項)

項目 概要

3-2
格納容器酸素濃度（B系）
及び格納容器水素濃度
（B系）計測範囲の変更

格納容器ベント判断や可燃限界付近の適切な監視能力を確保するため，格納容器酸素濃度
（B系）のナローレンジを0～5vol％から0～10vol%，格納容器水素濃度（B系）のナロー
レンジを0～5vol％から0～20vol％へ変更する。
【設置変更許可申請書添付書類八（計装設備（重大事故等対処設備））関連】

3-3
【新規追加】
第４保管エリアの形状変更

変更前の第４保管エリアにおいて，埋戻土上に配置する予備及び自主対策設備が可搬型重
大事故等対処設備に近接していることから，離隔距離の更なる裕度確保を目的に，第４保管
エリアの拡張を行い，当該拡張部に一部の予備及び自主対策設備を当該拡張部に配置する。
【設置変更許可申請書添付書類八（保管場所及びアクセスルート）関連】

3-4
【新規追加】
放射性物質吸着材の設置
箇所の変更

地下水位低下設備において，汲み上げた地下水を確実に海に排水するために排水経路を変更
すること，並びに現状の雨水排水路集水桝２箇所（No.３排水路，２号機放水槽南）の下
流側に雨水排水路集水桝を追設することから，現状の放射性物質吸着材の設置箇所のうち雨
水排水路集水桝２箇所を１箇所（敷地側集水桝）に集約する。
【設置変更許可申請書添付書類八（海洋拡散抑制設備（重大事故等対処設備）関連】

 説明内容

 第1018回審査会合（2021年12月7日）において示した主な説明事項のうち，『 [３] 設置変更許可審査時

からの設計変更内容』のNo.3-2について説明する。

 また，第1018回審査会合（2021年12月7日）以降に設計変更を行った内容を主な説明事項No.3-3及び

No.3-4とし，今後，関連する工認図書等にて説明する。



15【3-2】 格納容器酸素濃度（B系）及び格納容器水素濃度（B系）計測
範囲の変更（1/3）

１．概要

 格納容器ベント判断や可燃限界付近の適切な監視能力を確保するため，

格納容器酸素濃度（B系）のナローレンジを0～5vol％から0～10vol%，

格納容器水素濃度（B系）のナローレンジを0～5vol％から0～20vol％

へ変更する。

 格納容器ベント判断基準である酸素濃度4.4vol%及び可燃限界である

水素濃度4.0vol%前後を既存設備の設計を変更せずにナローレンジ0～

5vol%で計測する計画であったが，ナローレンジの計測範囲上限付近では

既に自動でワイドレンジに切り替わっており，上記濃度をワイドレンジで計測

する可能性を排除できないことが判明した。

 ワイドレンジは，ナローレンジに比べて計器誤差が大きく格納容器ベント判

断や可燃限界付近の監視に適していないため，レンジの自動切り替えを考

慮しても確実にナローレンジで計測可能となる以下の計測範囲に変更する。

 なお，格納容器酸素濃度（A系）及び格納容器水素濃度（A系）につ

いても同様に計測範囲を変更する。

表１ 格納容器酸素濃度及び格納容器水素濃度の変更内容

名称

変更前 変更後

計測範囲
（ナローレンジ／ワイドレンジ）

切替設定値
(ワイド切替／ナロー切替)

計測範囲
（ナローレンジ／ワイドレンジ）

切替設定値
(ワイド切替／ナロー切替)

格納容器酸素濃度 0～5vol%／0～25vol% 4.6vol%／3.2vol% 0～10vol%／0～25vol% 設計検討中／設計検討中＊

格納容器水素濃度 0～5vol%／0～100vol% 4.8vol%／3.0vol% 0～20vol%／0～100vol% 設計検討中／設計検討中＊

図１ 雰囲気ガス濃度変動に伴う
使用計測範囲イメージ

ワイド切替
設定値

ナロー切替
設定値

上限値到達前
にワイドレンジへ
切り替えるため
の間隔

ナローレンジ
上限値

ナローレンジ
下限値

レンジ切替
のチャタリング
防止のため
の間隔

計測範囲

ワイドレンジ
上限値

雰囲気ガス濃度
の変動に伴う
使用計測範囲

：ナローレンジ

：ワイドレンジ

＊：酸素濃度4.4vol%，水素濃度4.0vol％以上で計器設計上可能なナローレンジ上限に近い値に設定する。



16【3-2】 格納容器酸素濃度（B系）及び格納容器水素濃度（B系）計測
範囲の変更（2/3）

２．格納容器酸素濃度の計器誤差拡大に伴う各運転状態における監視性への影響

 格納容器酸素濃度の計測範囲の変更に伴い，計器誤差も変更となるが，計器誤差の拡大が設計基準対象施設

並びに重大事故等対処設備としての監視性に悪影響を及ぼさないことは，以下に示すとおり確認している。

表３ 計測範囲変更後の各運転状態における酸素濃度の監視性

名
称

停止中
（原子炉格納容器開放時）

通常運転 設計基準事故 重大事故等

格
納
容
器
酸
素
濃
度

 空気中の酸素濃度（約
21vol％）の監視はワイド
レンジ（0～25vol％）で
あり計器誤差に変更は生じ
ないため監視性に影響はな
い。

 有効性評価における初期酸素
濃度（2.5vol％（ドライ））
未満であることを，ナローレンジ
（0～10vol%）で監視する。

 変更後のドライ誤差
（±0.25vol％） を考慮した
上で運転することにより，その
後に必要な対策を実施するこ
とが可能であるため監視性に影
響はない。

 酸素濃度が可燃領域
（5.0vol％）に到達して
いないことをナローレンジ（0
～10vol%）で監視する。

 安全評価上の原子炉格納
容器内酸素濃度上昇は最
大4.3vol％であるため，変
更後のウェット誤差
（±0.32vol％）を踏まえ
ても可燃領域未満の監視
性に影響はない。

 酸素濃度の可燃領域（5.0vol％）への
到達有無をナローレンジ（0～
10vol%）で監視し，格納容器ベントの
準備及び実施判断を行う。

 格納容器ベントの判断基準
（4.4vol％）＊には計器誤差として
±0.5vol％を考慮しており，変更後のド
ライ誤差（±0.25vol％）でも監視性及
び判断に影響はない。

 なお，格納容器ベント停止時に酸素濃
度が可燃領域未満に低下したことを監視
する上でも問題ない。

＊：酸素濃度の可燃限界である5.0vol％に到達することを防止するため，計器誤差（±0.5vol％）並びに水素及び酸素排出操作所要時間に
おける上昇分（約0.1vol％）を考慮して設定

名称
変更前（ナローレンジ／ワイドレンジ） 変更後（ナローレンジ／ワイドレンジ）

ウェット誤差 ドライ誤差 ウェット誤差 ドライ誤差

格納容器酸素濃度 ±0.16vol%／±0.80vol% ±0.13vol%/±0.63vol% ±0.32vol%/±0.80vol% ±0.25vol%/±0.63vol%

表２ 格納容器酸素濃度の計器誤差



17【3-2】 格納容器酸素濃度（B系）及び格納容器水素濃度（B系）計測
範囲の変更（3/3）

３．格納容器水素濃度の計器誤差拡大に伴う各運転状態における監視性への影響

 格納容器水素濃度の計測範囲の変更に伴い，計器誤差も変更となるが，計器誤差の拡大が設計基準対象施設

並びに重大事故等対処設備としての監視性に悪影響を及ぼさないことは，以下に示すとおり確認している。

表５ 計測範囲変更後の各運転状態における水素濃度の監視性

名
称

停止中
（原子炉格納容器開放時）

通常運転 設計基準事故 重大事故等

格
納
容
器
水
素
濃
度

 水素濃度は0vol％であり，
計器誤差の変更が監視性
に影響しない。

 水素濃度は0vol％
であり，計器誤差
の変更が監視性に
影響しない。

 水素濃度が可燃領域
（4.0vol％）に到達し
ていないことをナローレン
ジ（0～20vol%）で
監視する。

 安全評価上の原子炉格
納容器内水素濃度上
昇は最大2.0vol％であ
るため，変更後のウェット
誤差（±0.64vol％）
を踏まえても可燃領域未
満の監視性に影響はな
い。

 水素濃度の可燃領域（4.0vol％）及び爆轟領域
（13vol％）への到達有無をナローレンジ（0～
20vol%）で監視する。

 重大事故等時における水素濃度は，操作等の判断基
準ではないことから，考量すべき計器誤差の基準値等
は存在しないが，監視性向上の観点から可能な限り計
器誤差を縮小することが望ましく，変更後のナローレン
ジ（0～20vol%）によるドライ誤差（±0.5vol％）
での監視は，変更前のワイドレンジ（0～100vol%）
によるドライ誤差（±2.5vol％）での監視＊より計器
誤差が縮小するため監視性に影響はない。

 なお，格納容器ベント停止時に水素濃度が可燃領域
未満に低下したことを監視する上でも問題ない。

＊：変更前におけるナロー切替設定値は3.0vol%であるため，事故初期の水素濃度上昇以降，可燃領域（4.0vol％）及び爆轟領域
（13vol％）はワイドレンジ（0～100vol%）による監視であった。

名称
変更前（ナローレンジ／ワイドレンジ） 変更後（ナローレンジ／ワイドレンジ）

ウェット誤差 ドライ誤差 ウェット誤差 ドライ誤差

格納容器水素濃度 ±0.16vol%／±3.2vol% ±0.13vol%/±2.5vol% ±0.64vol%/±3.2vol% ±0.5vol%/±2.5vol%

表４ 格納容器水素濃度の計器誤差
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２．今後の説明予定
 第４保管エリアの形状変更に伴う沈下等に対する影響評価については，「Ⅵ-1-1-7-別添1 可搬型重大事故等対処

設備の保管場所及びアクセスルート」に係る補足説明資料にて，2022年5月以降に説明予定。

１．概要
 変更前の第４保管エリアにおいて，埋戻土上に配置する予備及び自主対策設備が可搬型重大事故等対処設備に
近接していることから，離隔距離の更なる裕度確保を目的に，第４保管エリアの拡張を行い，当該拡張部に一部の
予備及び自主対策設備を配置することとした。
なお，拡張部は埋戻土であるが，可搬型重大事故等対処設備，アクセスルート，岩盤部に対して十分な離隔距離
の確保が可能であることから，重大事故等対応の作業成立性に影響はない。

 作業成立性上期待している可搬型重大事故等対処設備は変更前後共に全て岩盤上に配置していることから，重大
事故等対応の作業成立性に影響はない。

図１ 第４保管エリアにおける可搬型設備の配置

変更前 変更後

【3-3】 第４保管エリアの形状変更

 【凡例】

保管場所

出入口部①

出入口部②＊1

アクセスルート

埋戻土

コンクリート

置換部

変更前における

保管場所境界線

可搬型重大事故等

対処設備

可搬型重大事故等

対処設備以外＊2

 

離隔距離
（約10m）

【凡例】

保管場所

出入口部

アクセスルート

埋戻土

可搬型重大事故等

対処設備

可搬型重大事故等

対処設備以外＊

コンクリート
置換部

注記＊：予備，資機材，自主対策
設備を示す。

注記＊1：地震後の状況を踏まえ
通行可能であれば使用
する出入口

＊2：予備，資機材，自主対
策設備を示す。

離隔距離
（約49m）

離隔距離
（約16m）

離隔距離
（約33m）
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変更前 変更後

１．概要
 地下水位低下設備において，汲み上げた地下水を確実に海に排水するために排水経路を変更すること，並びに図
１に示す現状の雨水排水路集水桝２箇所（No.３排水路，２号機放水槽南）の下流側に雨水排水路集水桝
を追設することから，現状の放射性物質吸着材の設置箇所のうち雨水排水路集水桝２箇所を１箇所（敷地側集
水桝）に集約する。

 放射性物質吸着材の設置箇所変更に伴い，設置容量減少及び設置作業時間短縮となることから，放射性物質
の吸着材の設置完了をもって実施する「大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」の放
水開始作業に影響はない。

図１ 放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制 設置位置図

雨水排水路
集水桝

（No.３排水路）

２号機

【凡例】
：放射性物質
吸着材設置
箇所

：地下水位低下
設備（新設）

：排水経路
（変更なし）

：排水経路
（変更前）

２号機

雨水排水路
集水桝

（敷地側集水桝）
【新設】

雨水排水路
集水桝

（２号機放水槽南）

【凡例】
：放射性物質
吸着材設置
箇所

：地下水位低下
設備（新設）

：排水経路
（変更なし）

：排水経路
（変更後）

【3-4】 放射性物質吸着材の設置箇所の変更

２．今後の説明予定
 放射性物質吸着材の設置箇所の変更について，「Ⅵ-1-1-5-別添2 設定根拠に関する説明書（別添）」に係る
補足説明資料にて，2022年7月以降に説明予定。



20＜参考＞第1018回審査会合にて説明した主な説明事項

分類 No. 主な説明事項

[１]詳細設計申送り事項

1-1 地震応答解析モデルにおける建物基礎底面の付着力

1-2 建物・構築物の地震応答解析における入力地震動の評価

1-3 横置円筒形容器の応力解析へのＦＥＭモデル適用方針の変更

1-4 サプレッションチェンバの耐震評価

1-5 漂流物衝突荷重の設定

1-6 機器・配管系への制震装置の適用

1-7 浸水防止設備のうち機器・配管系の基準地震動Ｓｓに対する許容限界

1-8 設計地下水位の設定

1-9 防波壁

1-10 土石流影響評価

1-11 保管・アクセス

1-12 ブローアウトパネル閉止装置

[２] 新たな規制要求（バックフィット）
への対応事項

2-1 安全系電源盤に対する高エネルギ－アーク（HEAF）火災対策

2-2 火災感知器の配置

[３] 設置変更許可審査時からの設計
変更内容

3-1 ドライウェル水位計（原子炉格納容器床面＋1.0m）設置高さの変更

3-2 格納容器酸素濃度（B系）及び格納容器水素濃度（B系）計測範囲の変更

[４] その他の詳細設計に係る説明事項

4-1 配管系に用いる支持装置の許容荷重の設定

4-2 原子炉本体の基礎の応力評価に用いる解析モデルの変更

4-3 復水器水室出入口弁への地震時復水器の影響

4-4 制御棒・破損燃料貯蔵ラック等における排除水体積質量減算の適用




